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（１）障害児福祉手当 [ 身・知・精・難 ] 

    在宅の 20歳未満で、日常生活において常時介護を要する身体または精神に重

度の障がいを有する方が受給できます。 

    １ 対象児童  

＊概ね身体障害者手帳 1級(一部 2級を含む)、療育手帳Ａ(一部Ｂを含む)の方 

    ２ 申請に必要なもの  

      ①所定の診断書 ②申請書 ③印鑑 ④本人名義の預金通帳 

      ⑤所得を証明するものなど 

    ３ 手当の額（平成 29年 4月現在） 

      月額 14,580円（支給月は 2月、5月、8月、11月） 

    ４ 申請窓口  

      各総合支所 市民課 市民係 

   ◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（２）特別障害者手当 [ 身・知・精・難 ] 

    在宅の 20歳以上で、日常生活において常時特別な介護を要する身体または精

神に最重度の障がいを有する方で、政令で定められた障がい程度に該当し、かつ

重複障がいを有する方が受給できます。 

    １ 対象者  

1 両眼の視力の和が 0.04以下の方 

2 両耳の聴力レベルが 100デシベル以上の方 

3 
両上肢の機能に著しい障がいを有する方または両上肢のすべての指を欠く方

もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方 

4 両下肢の機能に著しい障がいを有する方または両下肢を足関節以上で欠く方 

5 
体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度または立ち上がる

ことができない程度の障がいを要する方 

6 

前号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要

とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を

弁ずることを不能ならしめる程度の方 

7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 

    ２ 申請に必要なもの  

      ①所定の診断書 ②申請書 ③印鑑 ④本人名義の預金通帳 

      ⑤年金証書などの所得を証明するもの 

    ３ 手当の額（平成 29年 4月現在） 

      月額 26,810円（支給月は 2月、5月、8月、11月） 

    ４ 申請窓口  

      各総合支所 市民課 市民係 
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（令和5年4月現在）
１５, ２２０

２７, ９８０
（令和5年4月現在）

その障がいが重複する方が受給できます。

両眼の視力がそれぞれ 0.03以下または一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下の方

有する方

身 知 精 難

手
当
・
年
金
・
貸
付

児 者

者児身 知 精 難

11



 13 

   ■施設入所の方、病院に 3ヶ月以上続けて入院している方、本人などの所得が限

度額以上ある場合は受給できません。 

   ◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

 

（３）特別児童扶養手当                [ 身・知・精・難 ] 

    身体または精神等に一定以上の障がいのある 20歳未満の児童を監護する父も

しくは母、または児童を養育している方に支給されます。ただし、請求者及び扶

養義務者の所得制限があります。 

    １ 対象児童  

      ＊身体障害者手帳 1～3級相当、療育手帳ＡまたはＢ相当 

    ２ 申請に必要なもの  

①所定の診断書 ②身体障害者手帳または療育手帳（所持されている方） 

③印鑑  ④戸籍謄本  ⑤請求者名義の預金通帳 ⑥その他必要と認

める書類 

    ３ 手当の額（平成 29年 4月現在） 

      1級：月額 51,450円、2級：月額 34,270円（支給月は 4月、8月、11月） 

    ４ 申請窓口  

      各総合支所 市民課 市民係 

   ■毎年 8月 11日から 9月 10日までの間に各所得状況届を提出する必要があります。  

   ◇詳しくは福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 

 

（4）児童扶養手当 

    父母の離婚や父もしくは母の死亡など父もしくは母と生計を同じくしていな

い 18歳未満の児童（一定以上の障がいを持つ場合は 20歳未満）を監護する方、

または父もしくは母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されま

す。また、父もしくは母が一定以上の障がいを持つ場合にも支給されます。ただ

し、受給資格者または扶養義務者の所得により手当の一部または全部が支給停止

となる場合があります。また、受給者資格者や対象児童が公的年金等を受け取る

ことができる場合は、その月額相当額が手当から差し引かれます。 

    １ 対象児童  

      ＊父母が婚姻を解消し、父もしくは母と生計を同じくしていない児童 

      ＊父もしくは母が死亡または父もしくは母の生死が明らかでない児童 

      ＊父もしくは母が政令で定める程度の障がいにある児童 

      ＊父もしくは母に引き続き 1年以上遺棄されているか、父もしくは母が法

令により引き続き 1年以上拘禁されている児童 

      ＊母が婚姻によらないで懐胎した児童 

      ＊婚姻によらないで生まれたかどうかが明らかでない児童 

      ＊父もしくは母がＤＶ保護命令を受けた児童 
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　１８歳以下（一定の障がいを持つ子どもは２０歳未満）の対象児童を監護・

養育している方に支給されます。ただし、受給資格者または扶養義務者の所得

により手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。また、受給資

格者や対象児童が公的年金等を受け取ることができる場合は、その月額相当額

が手当から差し引かれます。

申請時に診断書等により医師が判断します。

５３,７００ ３５,７６０

施設入所中の方、病院に３か月以上続けて入院している方、本人などの所得が
限度額以上ある場合は受給できません。

父母が婚姻を解消した児童
父又は母が死亡、もしくは、父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
父又は母に引き続き1年以上遺棄されているか、父又は母が法令により
１年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父又は母がDVにより保護命令を受けた児童

障がい福祉係までお問い合わせください。

（令和5年4月現在）
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２ 申請に必要なもの  

① 印鑑 ②請求者名義の預金通帳 ③その他必要と認める書類 

    ３ 手当の額（平成 29年 4月現在） 

      月額 1人目：42,290円（※全部支給の場合）、2人目は 9,990円加算、

3人目以降は 5,990円加算（支給月は 4月、8月、12月） 

      ※手当額は受給者の所得に応じて 10円単位で算定されます（42,280円

～9,980円） 

  ４ 申請窓口  

      各総合支所 市民課 市民係 

   ■毎年 8月 1日から 8月 31日までの間に現況届を提出する必要があります。 

   ◇詳しくは福祉事務所子育て支援課までお問い合わせください。 

 

（５）心身障害者扶養共済制度 [ 身・知・精・難 ] 

    障がい者の保護者が、死亡または身体及び精神の著しい機能喪失の状態になっ

たとき、障がい者に年金を給付し、生活の安定を図る制度です。扶養者が加入者

となり毎月所定の掛金を支払います。 

    １ 加入資格  

      次のいずれかに該当する方の保護者で、特別な疾病や障がいのない 65歳 

未満の方 

      ＊療育手帳Ａ・Ｂ 

      ＊身体障害者手帳 1～3級 

      ＊精神障害者（一定以上の症状を有する方）など 

    ２ 申請に必要なもの  

      ①所定の申請書 ②身体障害者手帳または療育手帳、障がいの程度を証明

する書類 ③印鑑 ④加入者と障がい者の住民票 

    ３ 掛金  

      加入者の加入時の年齢により 1口月額 9,300円～23,300円。加入は２

口まで、加入者の世帯の収入状況により減免を受けられる場合があります。 

    ４ 受給額  

      月額 1口 20,000円 

    ５ 申請窓口  

      各総合支所 市民課 市民係 

   ◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

★児童扶養手当を受けられない場合 

＊手当を受けようとする方または対象児童が日本国内に住所を有しないとき 

＊父もしくは母の配偶者（婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係にあるも 

のを含む）に養育されているとき 

＊対象児童が里親に委託されたり、施設に入所しているとき 
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１月、３月、５月、７月、
９月、１１月）

　障がい者の保護者が、死亡または重度障害状態になったとき、障がい者に
年金を給付し、生活の安定を図る制度です。扶養者が加入者となり毎月所定
の掛金を支払います。

（しょうがい共済）障害者扶養共済制度

離婚した父又は母と生計を同じくしているとき

（令和5年4月現在）
４４,１４０

４４,１３０
１０,４１０

６,２５０
１０,４２０

障がい福祉係までお問い合わせください。

所持者
所持者
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①年金手帳または基礎年金番号通知書　②年金請求書　③ご本人の生年
月日が明らかになる住民票などの書類（マイナンバーを記入することで
添付不要となります）④医師の診断書　⑤受診状況等証明書　⑥病歴・
就労状況等申立書　⑦本人名義の通帳
〈20歳前障がいの場合〉所得証明書（マイナンバーを記入することで
　添付不要となります。）
〈18歳未満の子がいる場合〉①戸籍謄本　②世帯全員の住民票
　③子の収入が確認できる書類（マイナンバーを記入することで添付不
　要となります。）（義務教育終了前は不要）

１級　67歳以下の方：年額993,750円（支給は偶数月の15日）
　　　68歳以上の方：年額990,750円（支給は偶数月の15日）
２級　67歳以下の方：年額795,000円（支給は偶数月の15日）
　　　68歳以上の方：年額792,600円（支給は偶数月の15日）

（令和5年4月現在）
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詳しくはねんきんダイヤル（０５７０-０５-１１６５）または古川年金事務所（P５６）
へお問い合わせください。共済年金については各共済組合へお問い合わせください。

（P５７）までお問い合わせください。

生業（開業・事業拡張等）を営むために必要な経費
8年以内
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（P５７）までお問い合わせください。
※生活困窮者自立支援制度の利用が要件になっています。

（自動車事故による）

母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫…など
３

（

）

保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送
経費等、療養に付随して要する経費を含む）及び
その療養期間中の生計を維持するために必要な経
費

自動車事故によって

以降の事故
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以前の事故

NASVA

等

等

「第１級３号」

「第２級３号」

る
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